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論文 の内容の要旨

水難救助活動における監視作業においては、覚醒水準の低下や疲労の蓄積がミスや重大な事故につながる

ため、心身を作業に適した状態に回復させるための有効な休怠法が必要とされている。本論文は、積極的休

息法としての軽運動の効果に着呂し、監視作業において問題となる心身の状態の回復効果を基準として、 3

タイプの軽運動の有効性を従来の休息法(安静)と実験的に比較検討した上で、その効果を水難救助活動に

おける監視の現場において検証することを目的としたものである。

(概要)

本論文では、監視作業時の心身の状態呂復に有効な休息法を明らかにするため、以下の 3段階の研究が実

施された。

1)研究 iでは、監視作業中の心身の状態を良好に保つために有効な休息j去を検討することを自的として、

水難救助活動における監視シミュレーション課題を作成し、ライフセーパ-9名を被験者としてリラク

セーション法(自律訓練法)とアクテイベーション法(軽運動)を実施することで、積極的休怠法とし

ての有効性が比較された。結果として、休息による覚醒水準や主観的疲労の回復には軽運動が有効で、あっ

た。また、監視作業成績は軽運動の方が自律訓練法よりも優れていた。一方、生理的な疲労を紡ぐため

には、自律訓練法の方が有効であることが確認された。

2)研究 2では、まず水難救助活動の監視場蕗で生じる心身の問題の特徴を明らかにするために、ライフセー

ノくー 13名を対象に質問紙調査を実施したところ、眠気(覚醒水準の低下)と局所的身体疲労が問題とな

ることが確認された。その状態を回復するための介入技法として、覚醒水準(眠気)の回復には動的な

運動の要素が、疲労の回復には局所的な身体部位をほぐす運動の要素が有効で、あることが想定されたた

め、これらの要素を組み合わせた 3タイプの軽運動(動的ほぐし運動、動的非ほぐし運動、静的ほぐし

運動)を複数設定し、ライフセーバー 11名による評価に基づき、実際の監視活動の休息時におこなわれ

ている開眼安静を含めた 4条件の介入技法を各 i種類選定した。その上で、監視シミュレーション課題
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を用いて、休息II寺におこなう各介入技法の有効性を、覚醒水準、疲労、注意集中に関する心理的指標、

生理的指標、認知作業課題を用いて実験的によヒ較検討した。

その結果、安静より軽運動の効果が大きく、軽運動の中でも動的運動は覚醒水準(眠気)の回復に有

効であり、特定の身体部位をほぐす運動には疲労を回復させる効果が大きいことが確認された。また、

動的運動の要素とほぐし運動の要素を組み合わせた動的ほぐし運動は、党軽水準および疲労の回復や注

意集中の保持に有効であるだけでなく、監視に適した心理状態への調整にも最も効果的であることが示

された。

3)研究 3では、積極的休怠法としての軽運動(動的ほぐし運動)の有効性が、実際の水難救助活動の監視

場面において、通常おこなわれている休息法(安静)と比較検討された。ライフセーバ-11名を対象に

覚醒水準の回復、疲労の抑制、注意集中の保持の観点から、動的ほぐし運動と安静を比較した結果、動

的ほぐし運動は安静よりも覚醒水準の回復と注意集中の保持に関して優れていた。また、疲労の蓄積に

ついては 2つの休息、法に差はなかった。このことから、水難救助活動の実践場面においても、短時間の

休息において動的運動の要素とほぐし運動の要素を組み合わせた動的ほぐし運動を実施することが、安

静にしているよりも有効な休怠法であることが確認された。

(結論)

本論文で実施した 3つの研究を通して、以下のような結論が得られた。

1) 監視作業における短時間の積極的休息法としては、リラクセーション法よりも軽運動の方が、心身の状

態回復だけでなく作業成績の保持にも有効であることが確認された。

2) 監視作業時の休息法として、動的運動の要素とほぐし運動の要素を組み合わせた動的ほぐし運動が、他

の2タイプの軽運動および安静と比べて、心身の状態回復に最も有効であった。

3) 水難救助における監視活動の実践場面において動的ほぐし運動を実施した結果、従来の休息法(安静)

より心身の状態回復に有効で、あることが確認された。

審査の結果の要旨

本論文では、動的運動の要素とほぐし運動の要素を組み合わせた軽運動が、監視作業によって変化した心

身の状態(覚醒水準・疲労・注意)の面復に有効であることが、多面的な指標を用いて検証されている。軽

運動の有する積極的休息法としての効果の特徴を実験的に明らかにした点、また、水難救助活動の現場にそ

の成果を還元することが可能である点で意義のある研究である。今後、さらに研究を積み重ね、本研究で得

られた成果を活用して実際の監視におけるパフォーマンスの改善に繋げることが期待される。

論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士(体育科学)の学位を受けるに十分な資格を有す

るものと認める。
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